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●契約した保険の内容（年金額や年金支払期
間など）を具体的に記載した書面で、当社
（かんぽ生命）からご契約者に交付します。
　大切に保管してください。
●契約関係者などに変更があった場合、変更
後の契約関係者などを表示したご案内を
お送りすることがあります。

保険証券に表示があります。

保険証券

●ご契約者から、契約に基づき、年金や保険
金などの支払いの対価として、当社（かんぽ
生命）に払い込むお金をいいます。

保険料

保険証券に表示があります。
●保険料を払い込む期間をいいます。
保険料払込期間

保険証券に表示があります。

●基本契約の種類に応じて定められる年金
支払開始後の一定の期間をいいます。
●保証期間内に死亡した場合は、保証期間
満了までの受取総額のうち、未払分の現
価に相当する金額を一括で支払います。
保証期間満了後に死亡した場合は、以後
の年金の支払いはありません。

保証期間
保険証券に表示があります。

【保障（責任）開始時】
●当社（かんぽ生命）が契約上の保障（責任）
を開始する時をいいます。約款では「責任
開始の時」と記載しています。

【保障（責任）開始の日】
●保障（責任）開始時を含む日をいいます。
約款では「責任開始の日」と記載しています。

保障（責任）開始時／
保障（責任）開始の日

め
●保険金などの支払事由に該当している場合
でも、保険金などが支払われない事由を
いいます。

免責事由

や
●ご契約者と当社（かんぽ生命）との「契約の
加入から消滅までのとりきめ（契約内容）」
をあらかじめ定めたものをいい、保険金を
支払う条件などについて記載しています。
●約款には、「普通保険約款」、「特約条項」、
「特則条項」があります。
●特則条項は、「普通保険約款」や「特約条
項」に記載している契約内容と異なる特別
な約束をするための契約内容をいいます。

約款

ゆ
●「郵便局」は、日本郵政グループの１つで
あり、当社（かんぽ生命）は業務の一部を
委託しています。

郵便局

●契約日から契約上の保障（責任）が終了す
るまでの期間をいいます。

保険期間ほ

●被保険者が死亡、入院や所定の「身体障が
いの状態」になったときなどの支払事由に
該当したときに、当社（かんぽ生命）から支
払うお金（金額）をいいます。

保険金（額）

●被保険者の死亡や入院などの保険金を支
払う事由をいいます。

保険金の支払事由

保険証券に表示があります。

保険証券に表示があります。

郵便局のWebサイトで確認してください。

当社Webサイトで確認してください。

１. 最寄りの郵便局

2. 当社（かんぽ生命）の支店

窓口などでの手続きや相談
▶

▶

問い合わせ窓口

通話料無料

受付時間 ： ９：００～２１：００（平日）　９：００～１７：００（土・日・休日）　※1月1日～3日は除きます。

電話での問い合わせ・相談・苦情

●当社では、保険金の支払いなどに関する苦情について、お客さま相談窓口などにおいて、その
解決に向けて対応させていただいています。
●これらの相談窓口の説明ではどうしてもご納得いただけず、第三者的な立場での審査をご希望さ
れるなど、お客さま相談対応の中でその解決を図ることが困難となった場合（紛争が生じた場合）
は、ご契約者などからの審査の請求に基づき、社外の弁護士などにより構成される「査定審査会」
（当社組織）において「中立かつ公平な審査」を行う取り組みを行っています。
●当社では、このような取り組みを通じて、ご契約者などの正当な利益の保護に資するとともに、
会社の査定などの業務の適正な執行の維持を図っています。なお、査定審査会は、今後変更する
ことがあります。最新の情報は、当社Webサイト（https://www.jp-life.japanpost.jp/）で
確認してください。

●土・日・休日の個別の契約に関する回答は、翌営業日以降（12月28日17:00～12月31日にお問い合わせ
　いただいた場合は1月4日以降）になります。

当社の説明では、ご納得いただけない場合

かんぽコールセンター

ご高齢のお客さま専用コールセンター
※オペレーターに直接つながり、お問い合わせに対してゆっくりと丁寧に応対します。

この商品にかかる指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。一般社団法人生命保険
協会の「生命保険相談所」では、来訪・電話および下記のWebサイトにより、生命保険に関する
さまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にて
お受けしています。

なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、
原則として１カ月を経過しても、ご契約者などと生命保険会社との間で解決がつかない場合に
ついては、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に「裁定審査会」を設け、ご契約者などの
正当な利益の保護を図っています。

●個別の契約に関する照会、問い合わせなどの際には「保険証券」をご用意の上、ご連絡ください。
●プライバシーの保護のため、問い合わせなどはご契約者本人や保険金受取人本人からお願いします。

〒100-0005　東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル３階（生命保険協会内）
TEL.03-3286-2648　Webサイト（https://www.seiho.or.jp/）

【生命保険相談所】

［お願い］

通話料無料
こ　 こ　に　 　 き 　 こ　う

0120-552-950
0120-744-552

▶

▶

●当社所定の端末を利用した保険契約の
申し込みをいいます。

ペーパーレス申し込みへ

●契約を解約したときなどに、当社（かんぽ生
命）からご契約者に支払うお金をいいます。
●保険種類・特約種類や解約の時期によって、
返戻金の有無や金額は異なります。
●長寿支援保険（低解約返戻金型）は解約返
戻金の水準を低くしており、その割合を７割
としています。

返戻金
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